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松戸市勤労会館及び松戸市市民センター指定管理者募集要領 

 

 

 松戸市では、この要領に定めるところにより、松戸市勤労会館及び松戸市市民センターの指

定管理者を募集します。 

 

１ 公募の概要 

（１）公募の単位及び対象施設 

対象施設の管理運営を効率的に行うとともに、事業者間の公平性の確保を目的として、対

象施設を以下の２つのグループに分け、グループごとに指定管理者を募集します。 

なお、公募申込は１団体１申込とし、南部グループと北部グループどちらか一方にしか申込

ができないものとします。 

 

 

○ 南部グループ（９施設）       松戸市勤労会館 

     松戸市常盤平市民センター 

     松戸市東部市民センター 

     松戸市五香市民センター 

     松戸市明市民センター 

     松戸市六実市民センター 

     松戸市松飛台市民センター 

     松戸市二十世紀が丘市民センター 

     松戸市八柱市民センター 

 

〇 北部グループ（８施設）  松戸市小金原市民センター 

     松戸市馬橋市民センター 

     松戸市古ケ崎市民センター 

     松戸市小金市民センター 

     松戸市新松戸市民センター 

     松戸市馬橋東市民センター 

     松戸市小金北市民センター 

     松戸市八ケ崎市民センター 
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（２）指定期間(予定) 

令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までとします。 

ただし、市は、指定期間中においても、指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止

を命ずることがあります。 

（３）指定管理者の公募及び選定の方式 

指定管理者の公募及び選定は、公募型プロポーザル方式を採用し、「松戸市指定管理者の

指定手続等に関する条例」に基づく指定管理者候補者審査委員会（以下、「審査委員会」とい

う。）を設置し、審査委員会による審査を経て、市長が優先交渉権者から第３順位までの交渉

権者を選定します。 

（４）優先交渉権者との交渉 

市は、優先交渉権者と協議を行い、交渉成立後、指定管理者候補者として仮基本協定を締

結します。優先交渉権者との交渉が成立しない場合は、第２順位、第３順位の交渉権者と順

次交渉を行います。 

（５）指定管理者の指定 

市は、議会の議決を経て指定管理者候補者を指定管理者として指定します。指定手続きを

以って、仮基本協定が本基本協定となります。 

 

２ 施設の概要 

松戸市勤労会館（以下「勤労会館」という。）は、昭和５５年度に勤労者の文化及び教養並びに

勤労意欲を高め、勤労者の福祉の増進を図ることを目的として開設した施設です。 

松戸市市民センター（以下「市民センター」という。）は､市民の生活の向上、福祉の増進、社会

教育の振興、市民の連帯意識を高め、健全で文化的な近隣社会をつくるために設置した施設で

す｡ 

施設の概要は【別表】をご確認ください。 

 

３ 指定管理者の業務内容 

指定管理者は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。 

個別の業務を再委託する必要がある場合は、事前に市と協議し、市の承認を受けることが必

要となります。各施設の業務内容は次のとおりです。 

（１）勤労会館 

ア 施設の使用許可及び使用料の徴収に関する業務 

イ 施設及び設備の維持管理及び保守点検（市長が定めるものを除く。）に関する業務 
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ウ 施設の利用率を高めるために必要な勤労者への広報、普及に関する業務 

エ 定期講座の開催に関する業務 

オ 労働相談事業の当日受付、対応業務 

カ サービス内容に係る利用者へのアンケート調査及び苦情等の対応に関する業務 

キ その他市長が必要と認める業務 

（２）市民センター（図書館分館が実施する図書館業務を除きます。） 

ア 施設の使用許可及び使用料の徴収に関する業務 

イ 施設及び設備の維持管理及び保守点検（市長が定めるものを除く。）に関する業務 

ウ 施設の利用率を高めるために必要な利用者への広報、普及に関する業務 

エ サービス内容に係る利用者へのアンケート調査及び苦情等の対応に関する業務 

オ その他市長が必要と認める業務 

◎ 上記の他、詳細は仕様書を参照してください。 

※ このほか、応募時に提案のあった事項についても指定管理者の行う業務となります。 

※ 指定管理者は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし 

松戸市の承認を得て個別の業務を委託することはできます。 

 

４ 指定管理者の管理基準 

原則として次に定める基準に従って業務を実施することになります。 

なお、基準のうち開館時間及び休館日について別途提案がなされた場合において、当該提

案者が指定管理者の候補者となり、かつ、当該提案内容がサービス向上に資すると認められる

場合には、これらを変更することがあります。 

（１）勤労会館 

ア 勤労会館の休館日 

① 毎月第３木曜日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日（その他が祝日の場合は

翌平日となります。） 

② 特別の事情により松戸市が休業を必要と認めた日 

イ 開館時間 

午前９時から午後９時まで 

ウ 職員配置基準 

職員の労働条件等については、労働関係法令を遵守し、適正な取扱いをすること。勤労会

館の業務に必要な知識及び技能を有する職員を配置するとともに、緊急時に迅速かつ適切

な対応が行えるよう体制を整備すること。 

① 統括責任者として、勤労会館の業務に専従する職員を配置すること 
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② 職員の中に、甲種防火管理者を配置すること 

③ 各施設の事務室には、常時２名以上の人員を配置すること。 

④ 開館時間内は、普通救命講習(ＡＥＤ使用法が含まれるもの)を修了した職員を常時１名 

   以上配置すること。 

（２）市民センター 

ア 市民センターの休館日  

名称 休館日 

常盤平市民センター 

六実市民センター 

新松戸市民センター 

二十世紀が丘市民センター 

毎月第１月曜日 ① １２月２９日から翌年の１

月３日までの日（その他

が祝日の場合は翌平日

となります。） 

 

② 特別の事情により松戸

市が休業を必要と認め

た日 

 

小金原市民センター 

馬橋市民センター 

松飛台市民センター 

毎月第２月曜日 

五香市民センター 

明市民センター 

馬橋東市民センター 

小金北市民センター 

毎月第３月曜日 

東部市民センター 

古ケ崎市民センター 

小金市民センター 

八柱市民センター 

八ケ崎市民センター 

毎月第４月曜日 

イ 開館時間 

午前９時から午後９時まで 

ウ 職員配置基準 

職員の労働条件等については、労働関係法令を遵守し、適正な取扱いをすること。市民セ

ンターの業務に必要な知識及び技能を有する職員を配置するとともに、緊急時に迅速かつ

適切な対応が行えるよう体制を整備すること。 

① 統括責任者として、市民センターの業務に専従する職員を配置すること 

② 職員の中に、甲種防火管理者を配置すること（支所併設を除く） 
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③ 各施設の事務室には、常時２名以上の人員を配置すること。 

④ 開館時間内は、普通救命講習(ＡＥＤ使用法が含まれるもの)を修了した職員を常時１名 

   以上配置すること。 

 

５ 経理に関する事項 

経理に係る事項について、消費税率は全て１０％での積算とします。 

（１）指定管理者の収入として見込まれるもの 

指定管理者は、市が支払う管理運営に要する経費（以下「管理代行料」という。）のほか、自

らが企画し、及び実施する自主事業の収入等を自らの収入にすることができます。 

ア 管理代行料 

収支予算書において提示のあった金額に基づき、年度別協定書において会計年度（４月

１日から翌年３月３１日まで）ごとに額を決定し、支払います。 

なお、支払時期、支払方法その他経理に関する事項は、年度別協定書により定めます。 

管理代行料が不足した場合であっても、その精算は行いません。 

※ 本事業では利用料金制を導入しません。 

イ 自主事業による収入 

（２）指定管理者の支出 

ア 管理代行料を充ててよい支出 

① 人件費 

② 事務費（消耗品費、通信費、印刷費等） 

③ 維持管理費（修繕費、光熱水費、委託費、保全維持に関する経費等。ただし、市負担分を 

除く。） 

④ 事業費（自主事業を除く） 

⑤ 保険料 

⑥ 管理運営に係る税金等 

※ 上記①から⑥以外であっても指定管理者の業務を行う上で必要な費用は全て支出とし

て積算してください。 

※ 施設内の自動販売機は市にて設置します。機器の電気料金は管理代行料に含め積算し

てください。 

イ 管理代行料を充ててはならない支出 

① 自主事業費 

② その他勤労会館及び市民センター運営管理に関係のない経費 



6 

（３）区分会計の独立 

指定管理者は、管理業務に係る経理事務を行うにあたり、独立した会計簿類及び経理規程

を設けるものとします。 

（４）管理口座等 

指定管理者の管理業務に係る出入金は、勤労会館及び市民センターの管理業務に伴う専用

の口座を開設し、管理するものとします。 

（５）使用料の取扱い 

使用料は、市の収入となります。 

指定管理者は、使用料を松戸市勤労会館条例（同条例施行規則を含む）又は松戸市市民セ

ンター条例（同条例施行規則を含む）の定めるところにより徴収し、市の公金として、指定金融

機関へ納入しなければなりません。また、指定管理者は、条例及び規則の規定により、使用料

の免除又は還付を行うものとします。 

 

6 利用者の被災に対する損害賠償責任 

（１）施設の瑕疵により損害を生じた場合は､市が責任を負うものとします。 

（２）指定管理者のサービス提供方法､従業員の責任等に起因するものについては､指定管理者

が責任を負うものとします。これらの損害に対応するため、損害賠償保険に加入してくだ

さい。 

（３）その他の責任は双方協議の上､その都度決定するものとします。 

 

7 指定期間 

令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までの４年間とします｡ 

ただし､市長は､指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その

指定を取り消し､又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。 

この場合において、市が損害を被ったときは、指定管理者にその損害の賠償を求めることが

あります。 

 

8 指定管理者の応募資格 

（１）応募資格 

次のすべてに該当する法人又は団体とします。 

ア 募集要領説明会に参加していること 

イ 本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、本市から入札
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参加資格を取り消されていないこと 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等による

更生又は再生手続きをしていないこと 

オ 競争入札の参加に関して松戸市から指名停止措置を受けていないこと 

カ 租税公課を滞納していないこと 

キ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により、本市又は他の

地方公共団体から指定の取消処分を受けてから２年を経過しない者でないこと 

ク 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の労働関係法令の違反により公訴、送検又は命

令等の行政処分（是正勧告等の行政指導を除く。）を受けてから１年を経過しない者でな

いこと 

ケ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）又はそれら

の利益となる活動を行う団体であるとき。 

② 役員等が暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定するものをいう。）若しくはこれに

準ずる者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的

に関与しているとき。 

③ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える

役目をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を使用するなどしているとき。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

⑥ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている

とき。 

 

（２）共同事業体により応募をする場合の留意点 

ア 共同事業体の形態をとる場合は、代表となる団体（以下「代表団体」という。）を定めてく

ださい。代表団体以外の団体は、当該共同事業体の構成団体として扱います。応募をする

際には、代表団体と構成団体の責任割合を明記した書類（契約書等）及び代表団体に対す

る構成団体の委任状の添付が必要となります。 

イ 共同事業体により応募する場合は、前号の応募資格について、代表団体及び構成団体は

ア～ケのすべてを満たしている必要があります。 

ウ 応募後の代表団体又は構成団体の変更は認めません。 
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エ 複数の共同事業体において同時に構成員となることはできません。 

オ 構成団体は、他の共同事業体の構成団体として、あるいは単独団体として応募すること

はできません。 

カ 単独で応募した団体は、他の共同事業体の代表団体及び構成団体となることはできませ

ん。 

キ 募集要領説明会へは、共同事業体であっても各構成団体が個別に申込をし、参加してく

ださい。 

 

9 関係法令等の遵守 

業務の遂行にあたっては、関係する法令、本市の条例規則等を遵守してください。 

特に個人情報の管理については、本市の条例に定めのある責務と同様の責務を負うものと

します。 

また、市の承認を得て個別の業務を委託する場合、委託先である第三者にもこの規定範囲

が及ぶものとします。 

情報公開については、文書管理を適切に行い、本市の条例に定める情報公開制度に従うも

のとします。 

なお、必要に応じて労働関係法令を遵守しているかを確認するため、松戸市または松戸市が

委託する第三者による調査を実施する場合があります。 

※ 指定管理となった初年度に社会保険労務士による労働条件審査を行います。市で派遣す

る社会保険労務士の労働条件調査に協力してください。 

 

１0 スケジュール及び応募手続等 

（１）公募及び選定スケジュール 

ア 募集要領の配布及び説明会申込期間     令和７年６月１６日（月）～７月１１日（金） 

イ 募集要領説明会         令和７年７月１６日（水） 

ウ 施設見学（任意）             令和７年７月１７日（木）～２３日（水） 

エ 質疑期間          令和７年７月１７日（木）～２３日（水） 

オ 質疑回答期限（メールで一括回答）      令和７年８月６日（水） 

カ 応募受付期間         令和７年８月１２日（火）～９月５日（金） 

キ 審査委員会         令和７年９月下旬～１０月中旬 

（書類・プレゼンテーション審査） 

ク 審査結果通知         令和７年１１月上旬 

ケ 仮協定書締結         令和７年１１月中旬 
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コ 指定管理者指定及び審査結果通知  令和７年１２月下旬～令和８年１月上旬 

サ 準備行為及び事務引継ぎ        令和８年２月上旬～３月下旬 

シ 年度別協定書締結   令和８年４月１日 

ス 管理代行業務開始   令和８年４月１日 

（２）募集要領等の配布 

ア 配布期間                  令和７年６月１６日（月）～７月１１日（金） 

イ 配布方法 

① インターネット配布 

本市ホームページにて公開しています。各自ダウンロードしてください。 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/siteikanrisya/kinrou_shimi

ncenter.html 

 ダウンロードした団体は、募集要領の訂正やその他連絡事項が生じた場合にご連絡す

る必要があるため、団体名、所在地、代表者氏名、担当者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、

メールアドレスを記載し、下記アドレスまでご連絡ください。 

 連絡先メールアドレス mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp 

 電子メール受信後、こちらから受信確認の返信をします。返信メールがない場合はメ

ールが到着しておりませんので、ご注意ください。メールの記載事項の間違い及びメ

ール未到着等に起因する応募者の不利益については、市は一切責任を負いません。 

② 窓口配布 

下記担当課窓口にて配布します。 

ただし、窓口配布は月曜から金曜の平日午前９時から午後４時の間とし、また、正午か

ら午後１時の間は配布時間外とします。 

受付の際に、配布と引き換えに名刺を頂戴します。名刺をご持参されない場合は、受付

簿に、団体名、所在地、代表者氏名、担当者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスを

ご記入いただきます。 

【配布場所】 

松戸市根本３８７番地の５ 

松戸市役所 本館３階 市民自治課 

（３）募集要領説明会及び施設見学 

応募を予定している団体又は検討している団体で、かつ応募資格を満たしている団体は募

集要領説明会へ必ず参加してください。 

また、共同事業体により応募を検討している団体は、代表団体だけでなくその構成団体も

個別に申し込みをして、参加してください。 

mailto:mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp
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本説明会に参加しない団体は応募できません。 

ア 募集要領説明 

 ① 日時         令和７年７月１６日（水）午前１０時から 

② 場所         松戸市根本８番地の１１ 勤労会館 ３階ホール 

③ 申込         令和７年７月１１日（金）までに、「募集要領説明会及び施設見学申込書」 

          をメールにてご提出ください。 

   提出先 mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp 

④ その他 ・事前に配布した資料（募集要領や各様式）は各自で用意してご持参 

ください。 

イ 施設見学 

施設見学については任意となります。 

① 日時  令和７年７月１６日（水）説明会終了後～ ７月２３日（水） 

② 場所  任意の施設 

③ 申込  上記説明会と同様とします。 

④ その他  ・上記の期間内に任意の施設をご見学ください。 

  ・事前に見学する施設を申込書にご記入ください。 

  ・各施設の移動手段は各自で手配をお願いします。 

（４）質疑及び回答 

募集要領等の内容に関する質疑を以下のとおり受け付けます。 

ア 質疑者の資格 

応募資格を有し、募集要領説明会に参加した団体 

イ 質疑の方法 

質疑票（様式一覧参照）に質疑を簡潔にまとめて記載したものを下記メールアドレスに

送信してください。 

メールアドレス mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp 

ウ 質疑期間 

令和７年７月１７日（木）～７月２３日（水） 

エ 質疑への回答 

募集要領説明会に出席したすべての団体に対して、令和７年８月６日（水）までにメール

にて一括回答します。受信後、速やかに受信確認メールを返信してください。 

（５）応募の受付 

ア 受付期間 

令和７年８月１２日（火）～９月５日（金） 

mailto:mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp
mailto:mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp
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時間は上記受付期間の午前９時から午後４時までとします。ただし、正午から午後１時ま

で及び土日祝日は受付期間から除きます。 

イ 受付場所 

千葉県松戸市根本３８７番地の５ 

松戸市役所 本館３階 市民部 市民自治課 

ウ 応募方法 

松戸市指定管理者指定申請書【第１号様式】のほか、必要な書類を用意し、上記受付期間

内に受付場所に直接持参してください。なお、電子メール、郵送、ＦＡＸによる応募の受付

はいたしません。 

（６）応募に係る提出書類 

 応募に係る以下の書類はすべてＪＩＳ規格Ａ４サイズの用紙で作成してください。 

ア 松戸市指定管理者指定申請書【第１号様式】 

イ 法人等に関する書類 

① 定款、寄附行為又はそれに代わるもの（法人以外の団体にあっては、これらに該当する 

規約など） 

② 印鑑登録証明書（応募申込日前３か月以内の発行のもの） 

③ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※法人のみ（応募申込日前３か月以内の発行の 

もの） 

④ 納税証明書（直近３か年分） 

・法人の場合は、国税・都道府県税・市町村税の各納税証明書（設立１年未満の場合は代表

者の納税証明書） 

・その他の団体の場合は、代表者の納税証明書（国税・都道府県税・市町村税） 

⑤ 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支の分かるもの（直近３か年分。ただし、 

指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における 

財産目録のみとする。） 

⑥ 法人等に関する事業経歴及び概要などの基本的な事項に関する資料（資本金、従業員 

数、取引先など、組織及び運営に関する事項を記載したもの） 

 ⑦ 指定申請の日の属する事業年度における団体の事業計画書及び収支予算書 

⑧ 役員の名簿及び履歴書 

⑨ その他、市が必要と認める書類 

ウ 事業計画書【第２号様式】※ 事業計画書は６０頁以内で作成すること 

① 運営計画 

ａ 運営における理念 
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ｂ 運営方針 

ｃ 施設の管理運営を希望する理由 

d 自主事業に関する考え 

e 利用者の平等利用に対する取り組み 

f 施設を利用促進するための具体的な取り組み 

g 利用者等からの意見、要望等の把握及び対応 

h 施設の維持管理に関する取り組み（修繕、保守点検、備品、清掃等） 

i 管理経費縮減への取り組み 

j 緊急時の対応 

k 個人情報の保護に対する対応 

l 地域・社会貢献への取り組み 

m 施設の運営に関する提案 

n 年間行事計画書（令和８年度分） 

o 勤労会館定期講座に対する考え方、方針（南部グループのみ） 

※南部グループ応募者のみ記載すること。北部グループ応募者は記載する必要はありま 

せん。 

② 運営体制と組織 

ａ 運営組織 

 各施設を運営するための職員の組織図及び雇用関係（確定できない場合には、現時点

で想定できる関係）、勤務体制（体制、勤務時間、休日等など）等を明示してください。併

せて、その運営組織が施設の運用を行っていく上で優れている点を示してください。 

ｂ 必要な人材の配置と機能 

 組織図に明示されている職員すべてを職種別に類型化し、それぞれの業務内容、必要

な職能（資格、技能、経歴）などを示し、それぞれの職種別に配置する責任者を明示して

ください。 

 また、研修体制についても示してください。 

ｃ 雇用条件 

 職員採用に係る雇用条件（資格、経歴など）を記載してください。また、障害者、市内在

住者の雇用、地域経済の振興に対する考え方を示してください。また、今回の応募時点

で既に配置を想定している具体的な人材がある場合には、その職員の氏名、保有資格、

経歴などを記載してください。未定の職種については、今後の採用方針を明記してくだ

さい。 

エ 管理運営に関する収支予算書【第３号様式】 
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 収支予算書は、令和８年度から令和１１年度までの４年度分につき、年度ごとに作成し、最

後に４年間をまとめたものを作成してください。また、各収支予算書の内訳には、北部グル

ープ又は南部グループの施設ごとの管理代行料がわかるよう記載してください。また、消

費税率は１０パーセントとし、税込み金額にて記載してください。 

 積算については、施設等の修繕、備品及び消耗品購入費、光熱水費、通信運搬費、塵芥処

理など、指定管理者が負担することとされる費用について必ず積算してください。（支所併

設市民センターについても仕様書をよく確認し積算してください。） 

また、南部グループのみ勤労会館の定期講座に係る費用も積算してください。 

【作成方法】 

年度毎の収支予算書を作成⇒４年間分すべての施設をまとめた収支予算書を１枚で作

成 

オ 決算書（直近２ケ年分、任意書式） 

カ 過去５年間の施設管理運営実績【第４号様式】 

キ 宣誓書【第５号様式】 

ク 事業計画書の簡易版（任意書式） 

ケ 収支予算書（４年間分のすべての施設をまとめたもの）の簡易版（任意書式） 

※ク及びケについては公表用として使用します。それぞれ５頁以内で作成してください。 

  コ 承諾書【第６号様式】 

（７）提出部数 

 正本１部、副本１０部 

ア 提出書類には、表紙及び目次を付けて左綴じし、各書類にページ番号をつけ、提出書類 

名が判るように書類の右端にインデックスを付けてください。原則として、Ａ４縦型、横書 

きとしてください。 

イ 書体は可能な限りＵＤフォントを使用し、文字サイズは１１ポイントを基本として作成してく

ださい。 

ウ 副本については、次に掲げる書類を①から⑤の順に綴ってください。 

① 事業計画書【第２号様式】 

② 管理運営に関する収支予算書【第３号様式】 

③ 過去５年間の施設管理運営実績【第４号様式】 

④ 財産目録、貸借対照表、損益計算書等の収支がわかるもの（直近３ケ年分） 

⑤ 決算書（直近２ケ年分） 

エ 副本については、審査の公平性を期するために、次に掲げる部分を削除又は黒塗りし 

たうえで提出してください。 
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① 団体名・団体のロゴマーク（写真に写っているものも含める） 

② 本店支店の市町村以下の所在地（例：千葉県●●） 

③  役員等の個人情報（写真・住所・履歴等） 

なお、審査委員会にて応募者を特定できる記載内容にあたると判断した場合は、事務局に 

てマスキング処理を行うため、事前に承諾書【第６号様式】を提出してください。 

（８）応募に際しての注意事項 

ア いったん提出された応募書類は、提出期限後は変更できません。 

イ 本市が必要と認める場合は、適宜、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施する

場合があります。 

ウ 応募に際して不正行為を行った場合、又は応募書類に虚偽の記載があった場合は失格

とします。また、指定を受けた団体について、後に不正行為や虚偽の記載が発覚した場合

は、失格とします。 

オ 応募書類は理由のいかんに関わらず返却しません。 

カ 応募受付後に辞退する場合は、辞退届（様式一覧参照）を提出してください。 

キ 応募に要する費用は、応募者の負担とします。 

ク 情報公開の推進により、落選業者を含む全応募者の名称と審査結果、指定管理者の事業

計画書（公表用）と予算書（公表用）を公表することとなります。 

 

１1 審査方法と審査基準 

（１）指定管理者の候補者の審査方法 

 指定管理者の審査に当たっては、次の審査基準に基づき、審査委員会が書類審査及びプレ

ゼンテーション審査を行います。後日、応募者にプレゼンテーション審査の日時等を連絡しま

す。 

（２）審査基準 

ア 条例規定事項（松戸市指定管理者の指定手続等に関する条例第４条） 

① 施設の設置目的を達成するものであること 

② 住民の平等利用を確保するものであること 

③ 住民サービスの向上を目指すものであること 

④ 管理経費の縮減につながるものであること 

⑤ 安定的な施設管理を行うものであること 

⑥ 遵法精神を持ち、社会的責任を果たすものであること 

イ 規則規定事項（松戸市指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第３条） 

① 候補者が、公の施設において使用者及び入場者に適したサービスを提供し、施設の利
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用の促進に資すると認められる管理運営を行うことができること 

② 候補者が、次に掲げるところにより、施設を安定的かつ効率的に管理し、その設置目的

を最大限に発揮させることができると認められること 

ａ 事業計画及び収支予算の内容が適正であること 

ｂ 事業計画に基づき安定的に管理を行うための経営の規模及び能力を有し、又は確保

できること 

ｃ 人員の配置体制及び研修計画の内容が適切であること 

③ 候補者が、施設において使用者及び入場者が安全に使用できるよう、その適切な管理

を行うことができること 

④ その他市長が定める事項 

（３）候補者の決定 

 市長は、審査委員会の決定を踏まえ、優先交渉権者及び第３順位までの交渉権者を決定し

ます。その結果は、応募者全員に文書で通知します。 

（４）仮協定書の締結 

 市は優先交渉権者と交渉を行い、交渉が成立した場合、当該団体と仮協定を締結し、指定管

理者の候補者とします。交渉が成立しない場合には、第２順位、第３順位の交渉権者と順次交

渉を行います。 

（５）議会の議決及び指定管理者の指定 

ア 議会の議決 

 令和７年１２月議会に候補者を指定管理者とする議案を提出し、指定管理者の指定の議

決を受ける予定です。ただし、議会の議決を得るまでの間に候補者を指定管理者に指定す

ることが著しく不適当と認められる事情が発生したときは、候補者の資格を取り消すこと

があります。これらの場合は、本市は金銭的補償その他の補償等は行いません。 

イ 指定管理者の指定 

 議会の議決を得られた後、指定管理者候補者を指定管理者として指定する通知を送付し

ます。 

 

１2 協定書の締結及び準備行為等 

（１）基本協定書の締結 

 指定管理者の指定通知後、市と指定管理者は、仮協定書に基づき、管理代行業務に関する

基本事項を定めた基本協定書を締結します。 

（２）準備行為 

 指定管理者は、管理業務開始までの間に必要書類の作成、各種印刷物の作成、事務引継ぎ
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及び各事務の習得等の業務を行うこととします。なお、これらの準備行為にかかる費用は、指

定管理者の負担とします。詳細は、仮協定の締結時に決定します。 

（３）年度別協定書の締結 

 令和８年度予算の確定後、初年度に係る年度別協定書を締結します。その後は次年度の予

算が確定するごとに年度別協定書を締結します。 

（４）管理代行業務の開始 

 令和８年４月１日から指定管理者として、業務を開始していただきます。 

※指定後に指定管理者の指定が著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定を取り

消すことがあります。この場合において、本市は金銭的補償その他の補償等は行いません。 

 

１3 公文書開示請求について 

 第三者から公文書開示請求が提出された場合は、松戸市情報公開条例及び同施行規則に則

り開示いたします。その他、開示については誠意をもって市との協議に応じてください。 

  

１4 業務の継続が困難になった場合の措置 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務に継続が困難になった場合は、市は指定の

取り消しをすることができるものとします。その場合は、市に生じた損害は指定管理者が賠償

するものとします。 

 また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、各施設の管理運営業務を実施できるよう、引継

ぎを行うものとします。 

（２）当事者の責めに帰することのできない事由による場合 

 不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰することのできない事由により、業務の継

続が困難になった場合、業務の継続の可否について協議するものとします。 

 なお、協議の結果、業務の継続が困難又は適切でないと判断した場合、指定を取り消すこと

があります。その場合は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、各施設の管理運営業務を遂

行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

 

１5 問い合わせ先 

 ●松戸市市民センターについて 

〒 ２７１－８５８８ 松戸市根本３８７番地の５ 

松戸市 市民部 市民自治課 

担当 樋口、吉田、植木 
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電話 ０４７－３６６－７３１８ 

ＦＡＸ   ０４７－３６６－２４４７ 

メールアドレス mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp 

 

●松戸市勤労会館について 

〒２７１－８５８８ 松戸市小根本７番地の８ 京葉ガスＦ松戸第２ビル４階 

松戸市 経済振興部 商工振興課 

担当 田中、関根、丸山 

電話  ０４７－７１１－６３７７ 

ＦＡＸ  ０４７－３６６－１５５０ 

メールアドレス mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp 

mailto:mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jp
mailto:mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp
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